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１ 鶴ヶ島市介護保険運営審議会委員名簿 

 

任期：令和３年５月１日～令和６年４月３０日 

◎：会長  〇：会長職務代理者 

区 分 所 属 氏 名 備 考 

医療保健関係者 

医師 

（坂戸鶴ヶ島医師会） 
◎小 川  郁 男   

歯科医師 

（坂戸鶴ヶ島歯科医師会） 
〇田 中  秀 世   

薬剤師 

（坂戸鶴ヶ島市薬剤師会） 
平 塚  大   

介護保険施設等

関係者 

社会福祉法人稲穂の道 木 村  武 志   

医療法人満寿会  小池 真由美   

社会医療法人社団新都市医療研

究会〔関越会〕  
岡 野  明 和   

社 会 福 祉 団 体 

関係者 
鶴ヶ島市社会福祉協議会  藤 岡  利 子   

民 生 委 員 

鶴ヶ島市民生委員・児童委員連

合協議会  
武 田  和 子 令和４年１１月３０日まで 

鶴ヶ島市民生委員・児童委員連

合協議会  
宮 部  文 子 令和５年１月５日から 

地 域 活 動 団 体 

関係者 

特定非営利活動法人トータル 

ファミリーサポートあゆみ 
筋 野  裕 右   

富士見地区地域支え合い協議会  清 水  幸 雄   

被保険者代表 

公募  今 野  利 晴   

公募  佐々木 玲子   

（敬称略） 
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２ 諮問書 

 

鶴 介 第 １ １ ５ ６ 号  

令 和 ５ 年 ８ 月 ３ 日  

 

鶴ヶ島市介護保険運営審議会 

会 長  小 川 郁 男  様 

 

 

鶴ヶ島市長 齊 藤 芳 久 

 

 

鶴ヶ島市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画の策定について（諮問） 

 

 このことについて、鶴ヶ島市介護保険条例第１５条の規定に基づき、貴審議会の意見を

求めます。 

 

 

（諮問説明） 

老人福祉法第２０条の８第１項及び介護保険法第１１７条第１項の規定に基づき、令和

６年度から令和８年度を計画期間とする鶴ヶ島市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計

画（以下「第９期計画」という。）を策定します。 

第９期計画は、国が定める「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するため

の基本的な指針」に加え、現計画の進捗状況や課題、地域特性等を踏まえ策定します。以下

の内容について、今年度中にご答申くださるよう諮問いたします。 

１ 介護保険サービス見込量及び介護保険料率について 

２ 地域支援事業及び高齢者在宅福祉サービス等について 
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３ 答申書（介護保険サービス見込量及び介護保険料率について） 

 

令和６年１月１８日  

 

 鶴ヶ島市長 齊 藤 芳 久  様 

 

 

鶴ヶ島市介護保険運営審議会 

会 長  小 川 郁 男 

 

 

鶴ヶ島市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画の策定について（答申） 

 

令和５年８月３日付け鶴介第１１５６号で諮問のありました標記の件について、下記の

とおり答申します。 

 

記 

 

１ 介護保険サービス見込量及び介護保険料率について 

介護保険サービス見込量については、介護報酬改定等の各種データが反映された「地

域包括ケア「見える化」システム」により、人口推計や介護保険の給付実績のほか、地

域特有の事情を勘案し推計していることが確認されたため、原案のとおり了承します。 

介護保険料率については、今般、国が見直しを行った第１号保険料の標準段階数、標

準乗率、公費軽減割合の改正状況等を踏まえるとともに、現在保有する介護給付費準備

基金の活用を鑑み、以下のとおりとすることが妥当であると判断し了承します。 

なお、今後も介護保険サービスの利用動向を注視するとともに、利用者のニーズを把

握し、施設整備の在り方を含め第１０期に向けた検討を着実に進めることを希望します。 

 

保険料基準額 月額４，８５０円 年額５８，２００円 

 

段階数 １段階 ２段階 ３段階 ４段階 ５段階 ６段階 ７段階 ８段階 

保険料率 0.455 0.685 0.69 0.85 1.00 1.15 1.25 1.35 

基準所得

金額 

     120 万円
未満 

120 万円
以上 210
万円未満 

210 万円
以上 320
万円未満 

段階数 ９段階 １０段階 １１段階 １２段階 １３段階 １４段階 １５段階 １６段階 

保険料率 1.45 1.55 1.65 1.75 1.85 1.95 2.05 2.15 

基準所得

金額 

320 万円
以上 420
万円未満 

420 万円
以上 520
万円未満 

520 万円
以上 620
万円未満 

620 万円
以上 720
万円未満 

720 万円
以上 800
万円未満 

800 万円
以上 900
万円未満 

900 万円以上 
1,000 万円 

未満 

1,000 万円 
以上 

（注）第１段階から第３段階の保険料率は、公費軽減割合の適用前の数値です。 
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４ 答申書（地域支援事業及び高齢者在宅福祉サービス等について） 

 

 令和６年２月１日 

 

鶴ヶ島市長 齊 藤 芳 久  様 

 

 

鶴ヶ島市介護保険運営審議会 

会 長  小 川 郁 男 

 

 

鶴ヶ島市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画の策定について（答申） 

 

 令和５年８月３日付け鶴介第１１５６号で諮問のありました標記の件について、下記の

とおり答申します。 

 

記 

 

２ 地域支援事業及び高齢者在宅福祉サービス等について 

地域支援事業及び高齢者在宅福祉サービス等について、地域共生社会の構築や健康づ

くり・介護予防事業など、鶴ヶ島市の実情や本審議会での議論を踏まえ策定されている

ことが確認されたため、次の意見を付し、原案のとおり了承します。 

 

鶴ヶ島市では、いわゆる団塊の世代すべてが７５歳以上となる令和７年（２０２５年）

を見据え、限りある社会資源を効率的・効果的に活用しながら、介護が必要になっても住

み慣れた地域で自分らしい暮らしを継続することができるよう、「地域包括ケアシステム」

の構築が進められてきました。 

こうした中、令和５年１０月１日現在の市の人口は７０，１０６人、高齢化率は 

２９．４パーセントとなっており、今後、さらなる人口の減少が見込まれる一方で、高

齢者人口はますます増加し、令和９年には高齢化率が３０パーセントを超えるものと推

計されています。 

また、いわゆる「８０５０問題」や「ダブルケア」、「ヤングケアラー」に象徴されるよ

うに、高齢者を取り巻く問題は、複雑化・複合化してきており、高齢、障害、子ども、生

活困窮などの各分野を包括的に支援していくことが求められています。 

第９期事業計画期間においては、計画の基本理念である「誰もが安心していきいきと

暮らすことのできる地域共生社会の実現」を目指し、鶴ヶ島市の実情に合わせ、市民や多

様な主体と連携しながら、４つの基本目標に定めた取組を着実に推進していくことを希

望します。 

ついては、地域支援事業及び高齢者在宅福祉サービス等に対する意見を別紙のとおり

付します。  
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別紙 

 

■地域共生社会の構築について 

市民や地域の多様な主体が「我が事」として、人と人、人と資源が世代や分野を超え

て、これまでの既存の制度では対応が難しい「複合的な課題」や「狭間のニーズ」に対し

て、包括的に支援していく必要があります。 

ついては、行政だけではなく、地域と連携した包括的な支援体制を整備することによ

り、誰一人取り残さない支援に努めていただくことを望みます。 

 

■健康づくり・介護予防事業について 

人生１００年時代を迎える中、高齢者が生きがいや役割を持ち、住み慣れた地域で元

気に暮らしていくためには、高齢者自身が健康づくりや介護予防に取り組み、心身とも

に健康な期間である「健康寿命」を延ばしていく必要があります。 

ついては、高齢者が自分に合った健康習慣を見つけ、実践することができるよう、市主

催の介護予防事業の充実や情報の発信、介護予防ボランティア「つるフィット」やフレイ

ルサポーター等、地域で活躍する人材の育成を進めるなど、地域と連携した健康づくり・

介護予防の取組を積極的に推進していただくことを望みます。 

 

■在宅福祉・家族介護者の支援について 

高齢者の在宅生活を支えるために、鶴ヶ島市においては、緊急時通報システムの設置

や移送支援などの在宅福祉サービスが提供されていますが、これらのサービスの充実に

加え、地域での見守りやニーズに応じた家族介護者の支援を進めていく必要があります。 

第９期事業計画期間においては、新たに難聴の高齢者を対象にした補聴器購入費の一

部助成や配食サービスの拡充が計画されていますが、これらの事業を着実に推進すると

ともに、介護者が孤立することがないよう、多様な主体と連携して支援していただくこ

とを望みます。 

 

■認知症施策の推進について 

高齢化の進展に伴い、鶴ヶ島市の認知症高齢者数は、令和８年度は約２，２００人、令

和１６年度には３，０００人を超えるものと推計されています。認知症予防に加え、認知

症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域をつくる必要が

あります。 

ついては、今後とも認知症予防に向けた取組に加え、認知症サポーターの養成等を通

じた「正しい知識・理解の普及」、認知症高齢者やその家族、地域住民等が気軽に集い、

交流することができる「オレンジカフェ（認知症カフェ）」の取組を市内全域に拡大する

など、認知症高齢者が希望をもって日常生活を過ごせるよう、事業展開していただくこ

とを望みます。 
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５ 鶴ヶ島市介護保険運営審議会開催経過 

 

年度 回 開催日 内 容 

令
和
３
年
度 

第１回 令和３年５月６日（木） 

〇会長の選任及び職務代理者の指名について 

〇居宅サービス事業所等の従事者へのワクチン接種について 

〇新型コロナウイルス感染症対策に係る事業の実施について 

第２回 令和３年８月５日（木） 

〇令和２年度介護保険特別会計歳入歳出決算について 

・決算概要等について 

・「自立支援、介護予防又は重度化防止及び介護給付の適正化に関する

取組と目標」の自己評価の報告について 

〇令和３年度介護保険特別会計補正予算（案）について 

〇令和２年度介護事業者に対する実地指導等の実績について 

第３回 令和３年１１月４日（木） 〇令和３年度介護保険特別会計補正予算（案）について 

第４回 令和４年２月３日（木） 

〇令和３年度介護保険特別会計補正予算（案）について 

〇令和４年度介護保険特別会計予算（案）について 

〇令和２年度鶴ヶ島市地域包括支援センターの事業評価について 

〇令和４年度鶴ヶ島市地域包括支援センター運営方針（案）について 

〇介護保険事業計画のための地域分析・検討について 

〇地域密着型サービス事業者（地域密着型通所介護）の指定について 

令
和
４
年
度 

第１回 
令和４年５月１２日（木）

（書面会議） 
〇令和４年度介護保険特別会計補正予算（案）について 

第２回 令和４年８月４日（木） 

〇令和３年度介護保険特別会計歳入歳出決算について 

・決算概要等について 

・令和３年度鶴ヶ島市地域包括支援センターの事業評価について 

・令和３年度高齢者実態把握調査の結果について 

・「自立支援、介護予防又は重度化防止及び介護給付の適正化に関する

取組と目標」の自己評価の報告について 

〇令和４年度介護保険特別会計補正予算（案）について 

〇令和３年度介護事業者に対する実地指導等の実績について 

第３回 令和４年１１月１０日（木） 

〇令和４年度介護保険特別会計補正予算（案）について 

〇高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画に係るアンケート調査の

実施について 

第４回 令和５年２月２日（木） 

〇令和４年度介護保険特別会計補正予算（案）について 

〇令和５年度介護保険特別会計予算（案）について 

〇令和５年度鶴ヶ島市地域包括支援センター運営方針（案）について 

〇高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画に係るアンケート調査報

告書（速報版）について 
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年度 回 開催日 内 容 

令
和
５
年
度 

第１回 令和５年８月３日（木） 

〇令和４年度介護保険特別会計歳入歳出決算について 

・決算概要等について 

・地域包括支援センター運営状況 ＜令和４年度実績＞について 

・「自立支援、介護予防又は重度化防止及び介護給付の適正化に関

する取組と目標」の自己評価の報告について 

〇令和４年度介護事業者に対する運営指導等の実績について 

〇令和５年度介護保険特別会計補正予算（案）について 

〇高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画の策定について 

・計画の策定について（諮問） 

・計画の策定スケジュールについて 

・関係団体等ヒアリング調査結果について（概要） 

・現行計画の施策・事業の進捗評価について 

第２回 令和５年１０月５日（木） 

〇高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画の取組内容について 

・計画の基本的な考え方の骨子案について 

・構成案及び施策体系案について 

・高齢者福祉施策及び地域支援事業の見直しについて 

〇令和４年度鶴ヶ島市地域包括支援センターの事業評価について 

第３回 令和５年１１月２日（木） 

〇令和５年度介護保険特別会計補正予算（案）について 

〇高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画の素案概要について 

・高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画 施策体系案（取組内

容） 

・高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画 素案 

第４回 令和５年１２月２１日（木） 

〇高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画【素案】等について 

・高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画【素案】について 

・市民コメント制度に基づく意見募集（パブリック・コメント）に

ついて 

〇第９期介護保険事業計画のサービス見込量等について 

第５回 令和６年１月１８日（木） 

〇第９期介護保険事業計画のサービス見込量及び介護保険料率に

ついて 

〇高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画の策定に伴う答申 

（介護保険サービス見込量及び介護保険料率）について 

第６回 令和６年２月１日（木） 

〇高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画の策定に伴う答申 

（地域支援事業及び高齢者在宅福祉サービス等）等について 

・市民コメント制度に基づく意見募集（パブリック・コメント）の

結果について 

・高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画の策定に伴う答申につ

いて 

〇令和５年度介護保険特別会計補正予算（案）について 

〇令和６年度介護保険特別会計予算（案）について 

〇介護保険条例の一部を改正する条例等について 

〇令和６年度鶴ヶ島市地域包括支援センター運営方針（案）について 

 

 




